
（葬祭給付）

6.　個人番号が記載された請求書等の取扱いについて



複数業務要因災害

複数の会社等に雇用されている労働者（複数事業労働者）の取扱い
　複数事業労働者（事業主が同一でない複数の事業に同時に使用されている労働者）の方につ
いて、１つの事業場のみの業務上の負荷を評価し、業務災害に当たるかどうか、労災認定の判
断をします。
　また、１つの事業場のみの業務上の負荷を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事
業場の業務上の負荷（労働時間やストレス等）を総合的に評価して労災認定できるかを判断し
ます。これにより労災認定されるときには、「複数業務要因災害」として各種保険給付が支給
されます。
　なお、複数業務要因災害の対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
　複数事業労働者に係る保険給付額は、すべての就業先における賃金を基に決定されます。

　くわしくは、厚生労働省ホームページ掲載の「複数事業労働者への労災保険給付　分か
りやすい解説」をご覧ください。
（https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf）
　トップページ「分野別の政策一覧」雇用・労働＞労働基準＞労災補償＞労働者災害補償
保険法の改正について～複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります～＞各
種リーフレット



労災保険

等
等

複数業務要因災害の場合は「複数事業労働者療養給付」、
ゆ



･複数業務要因災害

･複数業務要因災害

等



例１

等

等

＜例2＞ 会社Aと会社Bの2社に就業している複数事業労働者で、会社Aからは月20万円、会社B
からは月10万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が7月に発生した場合

　　会社Aの給付基礎日額は、
　　（20万円）×3か月÷91日［４月（30日）＋5月（31日）＋6月（30日）］
　　＝6,593.40円
　　会社Bの給付基礎日額は、
　　（10万円）×3か月÷91日［４月（30日）＋5月（31日）＋6月（30日）］
　　＝3,296.70円

　　合算した後の給付基礎日額
　　6,593.40円+3,296.70円≒9,891円

＜支給内容＞
　休業日4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80％（保険給付60％＋特別支給金20％）を支給し
ます。なお、複数事業労働者の場合は、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の80
％（保険給付60％＋特別支給金20％）を支給します。

＜留意点＞
　休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありません。この間（待期期間）は、業務災害の場
合、事業主が休業補償（1日につき平均賃金の60％）を行うことになります。ただし、複数業務要因災
害・通勤災害の場合には、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。
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･複数業務
要因災害
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･複数業務要因災害

･複数業務要因災害
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申請方法
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または２ もしくは
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申請方法
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15,000
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令和3
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申請方法
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申請方法
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･検査

事前に

一定の要件を満たす場合は、診療等に要した
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申請方法

申請方法

受けていて、一定の要件を満たす場合

等

等
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購入（修理）に要した

、外科後処置

処置・診療に要した

等

ゆ

事前に



る必要があるとき、原則として１年以内の期間、１か月に５回を限度として、はり・きゅう施術を

自己負担なしで受けられます。
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ゆ
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分野別の政策一覧
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･複数事業労働者遺族年金
･複数事業労働者遺族年金

機関

･複数事業労働者障害給付

受給権者


